
令和６年度 第１回松本市文化芸術振興審議会 

  次 第 

 

日 時 令和６年５月２８日(火) 

午後３時～午後４時３０分 

場 所 大手公民館２階 講義室 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

３ 会議事項 

⑴ 松本市文化芸術推進基本計画「重点施策」に関する令和６年度の取組み    

 

⑵ 「松本市文化芸術推進基本計画」の見直し  

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会                   

 

 



目標 重点施策 具体的施策 令和６年度に開催予定の文化芸術関連事業の進捗状況 担当課

美術館ＨＰ改修事業 美術館

美術館ＳＮＳを通じた各種事業や話題の情報発信 美術館

まちなかアートｐｒｏｊｅｃｔ専用ＨＰ及びＳＮＳでの情報発信 文化振興課

専門的な情報収集や相談業務、人材のマッチング等中間支援の機能を持った
窓口の設置内容検討

文化振興課

松本城二の丸御殿跡（文化資源）での観光イベント「国宝松本城太鼓まつ
り」の実施（７月２７日、２８日）

観光プロモーション課

松本城公園（文化資源）での観光イベント「国宝松本城氷彫フェスティバ
ル」の実施（１月下旬）

観光プロモーション課

国宝松本城天守及び松本城公園（文化資源）での観光イベント「国宝松本城
天守プロジェクションマッピング」の実施（１２月～２月）

観光プロモーション課

工芸の五月の開催（４月２９日～５月３１日　クラフトフェア（５月２５
日、２６日））

商工課

信州・松本そば祭りの開催（１０月１２日～１４日） 商工課

あめ市の開催（１月） 商工課

サザンガク（松本ものづくり産業支援センター）のコワーキングスペースを
活用した交流・連携・新ビジネスの創出（各種イベント、セミナー開催）

商工課

「工芸の五月」と連携した美術館ステージの実施 美術館

健康、医療、福祉分野等に
おける文化芸術の活用

・医療、福祉施設での文化芸術ワークショップ等の実施
・年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、あらゆる市民が
協働する文化芸術の発表機会の提供

セイジ・オザワ 松本フェスティバル（ＯＭＦ）期間中、サイトウ・キネン・
オーケストラ（ＳＫＯ）メンバー等が出向いて演奏する「温ったか出前コン
サート」（高齢者介護施設　ゆめの里和田）を実施（８月１０日）

国際音楽祭推進課

松本ものづくり伝承塾による後継者育成助成 商工課

美術作品収集（購入、寄贈）、保存修復 美術館

美術品等のコレクション展示、企画展の開催 美術館

文化庁の「伝統文化親子教室事業（地域発展型）」補助金の申請の支援を実
施（Ｒ６：１３団体が採択）

こども育成課

青山様・ぼんぼんの実施に伴い、道路許可申請に必要な書類を地区に送付
（警察署への提出は地区が行う）

こども育成課

三九郎の実施に当たり、河川敷地使用の届出等関係機関への手続きを実施 こども育成課

松本城世界遺産普及啓発事業の推進に係る学校での講座開催 文化振興課

松本城世界遺産普及啓発事業の推進に係る各地区での講座及び見学 文化振興課

松本ものづくり伝承塾による体験指導学習指導助成金、体験講座の開催 商工課

美術関係の館長講座、学芸講座の実施 美術館

美術関係の学校への出前講座の実施 美術館

セイジ・オザワ 松本フェスティバル（ＯＭＦ）期間中、長野県内中学１年生
を招待したオペラ鑑賞会「子どものためのオペラ」を実施（８月２６日・２
７日）

国際音楽祭推進課

セイジ・オザワ 松本フェスティバル（ＯＭＦ）期間中、長野県内小学６年生
を招待したオーケストラ鑑賞会「子どものための音楽会」を実施（９月２
日・３日・４日）

国際音楽祭推進課

保育所等でクラシックなどの生演奏を聴く機会を提供 保育課

「初めてオルガン（第６５回オルガン講習会）」
（小学５年生以上　全５回）

音楽文化ホール

【新規】「ちょこっとオルガン」（小学５年生以上　６月８日） 音楽文化ホール

アーティストバンク登録者の交流会 文化振興課

アーティストバンク登録者の発表機会の創出（六九商和会連携） 文化振興課

子育てパパ・ママの美術鑑賞の日を実施 美術館

市民ギャラリー等展示スペースの貸館事業実施 美術館

セイジ・オザワ 松本フェスティバル（ＯＭＦ）期間中、サイトウ・キネン・
オーケストラ（ＳＫＯ）メンバー等が出向いて演奏する「出前コンサート」
を実施

国際音楽祭推進課

松本まちなかアートｐｒｏｊｅｃｔ運営会議による街なか事業の検討 文化振興課

松本まちなかアートｐｒｏｊｅｃｔ実行委員会による街なか事業開催 文化振興課

【新規】「～０歳からお年寄りまで、みんなのコンサート～　はじめまし
て！」開催

まつもと市民芸術館

「おでかけオルガンin松本市立博物館」開催（４月２６日　無料） 音楽文化ホール

【新規】「山田由希子ホールオルガニスト就任記念コンサート」
（５月２４日　無料）

音楽文化ホール

目標３
さまざまな分野との連携
により、課題解決や地域
の活性化につなげる

活動機会の提供・充実

・オープンスペース等を活用した新たな発表の場の創出
・街なかでの無料鑑賞会等の実施による多くの市民が気軽に
鑑賞できる場の提供
・アウトリーチ事業を強化し、ホール等に足を運べない方た
ちへの鑑賞の機会の提供
・インターネット配信等が気軽にできる環境の構築

目標１
市民の誰もが自由に文化
芸術に親しむことができ
る

目標２
松本独自の文化芸術を継
承しながら、新しい松本
の文化芸術を創造する

・まつもと文化遺産をはじめとする地域の文化財の保存及び
活用
・伝統文化の担い手の育成、支援

文化芸術に関心を高めるた
めの子ども・若者への取組
み

・学校等でのアウトリーチ事業やワークショップの実施
・児童、生徒等の文化芸術体験活動事業の実施
・若者の文化芸術活動に対する支援の実施
・若者の意見を反映した事業の実施

アーティスト等への支援、
指導者育成

・アーティストバンクを再構築し、トータルサポートする体
制の構築
・経済的支援と支援結果の継続的な検証による効果的な支援
体制の構築
・文化芸術指導者のニーズを把握した上での必要な支援の実
施

文化財の保存・活用

（資料１）

情報発信・各種制度等の窓
口相談機能

・各世代や時代に即した手段での文化観光情報発信
・専門的な情報収集や相談業務、人材のマッチング等中間支
援の機能を持った窓口の設置
・観光部門と連携した文化観光情報発信

観光・クリエイティブ産業
等との連携・振興

・文化資源を活用した観光事業の実施
・クラフト等生活文化の文化芸術的価値の啓発
・食文化等を活かした産業、観光の振興

松本市文化芸術推進基本計画「重点施策」に関する令和６年度の取組み



（資料２）

項目 内容 項目 内容

１　基本計画策定の背景

及び経緯（２２頁）
・「基本計画」策定の背景及び経緯

１　基本計画の一部改訂

の理由（１頁）
・「基本計画」を改訂する理由

２　基本計画の位置付け

と計画期間（２２頁）

・「基本計画」の位置付け

・計画期間

２　基本計画の位置付け

と計画期間（１～２頁）

・「基本計画」の位置付け

・改訂後の計画期間

３　文化芸術の定義と基

本計画の対象（２３頁）
・文化芸術の定義及び範囲

３　基本計画の対象とす

る文化芸術の範囲（２

頁）

・文化芸術の定義及び範囲

　文化芸術基本法の掲載順に整理し、松

本独自の文化芸術を追加

　「地域における文化芸術」に、松本

　地域の事例を追記

⑴　新型コロナウイルス感染症が与えた

影響

⑵　人口減少と少子高齢化の進行による影響

⑶　デジタル化の急速な発展

⑷　多様性を認め合う社会づくり

⑸　持続可能な社会の実現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「松本市文化芸術推進基本計画」　主な改訂内容（案）

改訂後
章

⑴　社会情勢の変化

・人口減少、少子高齢化

・情報通信技術

・グローバル化

・持続可能な開発（SDGｓ）

４　松本市の文化芸術を

取り巻く状況（３～４

頁）

第２章

改訂前

４　松本市の文化芸術を

取り巻く状況

（２３～２４頁）
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⑴　文化芸術推進基本計画（第２期　Ｒ

５）

⑵　博物館法の一部改正（Ｒ５）

⑶　文化財保護法の一部改正（Ｒ４）

⑷　障がい者による文化芸術活動の推進

に関する基本的な計画（第２期　Ｒ５）

⑸　第２次長野県文化芸術振興計画（Ｒ

５）

⑶　松本市の前基本方針での取組み

「基本計画」の前身の「文化芸術振興基

本方針」に記載されている４つの分野方

針ごとの取り組みに対する評価結果

（記載なし）

☆前基本方針の分野ごとの取組みに対す

る評価であり、また、毎年全庁に基本計

画の重点施策について照会をかけるの

で、今回再掲載はしない

⑷　前基本方針の総括と今後の課題 （記載なし）
☆前基本方針への総括のため再掲載はし

ない

５　国、県の文化振興政

策（４～５頁）

⑵　文化芸術政策に係る国の動向

・文化芸術基本法の施行（H１３）に係

る文化芸術推進基本計画（第１期　Ｈ３

０）の策定

・文化財保護法等の改正（Ｈ３０）

第２章

４　松本市の文化芸術を

取り巻く状況

（２４～２６頁）
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⑸　文化芸術活動者（アーティストバン

クまつもと登録者）に対するアンケート

結果

（記載なし）
調査済みのため再掲載はしない

（次回調査はＲ７）

⑹　文化芸術に関する市民アンケート結

果
（記載なし）

調査済みのため再掲載はしない

（次回調査はＲ７）

５　計画の目的（２８

頁）

・心豊かな市民生活及び活力ある社会の

実現を図ること（文化芸術基本法第1章目

的より）

６　三ガク都松本の文化

芸術と目指す姿（５～６

頁）

⑴　岳　⑵　楽　⑶　学

・目指す姿「文化芸術で人と人がつなが

り、まちに魅力と活気があふれる三ガク

都・松本」

☆左記の目的は、三ガク都を掲げる市総

合基本計画に下記のとおり掲載済

「心豊かな市民生活」→「市民の心の豊

かさを育む」（市総合基本計画１１０頁

目標）

「活力ある社会の実現」→「まちの賑わ

いにつなげる」（市総合基本計画１１０

頁 目標）、「地域の活性化につなげる」

（市総合基本計画１１１頁 さまざまな分

野との連携）

４　松本市の文化芸術を

取り巻く状況（２６～２

７頁）

第２章

3



６　計画の目標（２８

頁）

・文化芸術で人と人がつながり、まちに

魅力と活気があふれる三ガク都・松本

①　市民の誰もが自由に文化芸術に親し

むことができる

②　松本独自の文化芸術を継承しなが

ら、新しい松本の文化芸術を想像する

③　さまざまな分野との連携により、課

題解決や地域の活性化につなげる

松本市文化芸術基本条例第７条に基づ

き、松本市の３つの目標を設定

松本市文化芸術基本条例第７条

⑴　文化芸術に関する施策の総合的な推

進に関すること。

⑵　文化芸術活動の環境の整備及び充実

に関すること。

⑶　文化芸術を担う人材の養成及び確保

に関すること。

松本市の３つの目標

①　市民の誰もが自由に文化芸術に親し

むことができる

②　松本独自の文化芸術を継承しなが

ら、新しい松本の文化芸術を想像する

③　さまざまな分野との連携により、課

題解決や地域の活性化につなげる

松本市文化芸術基本条例第７条に基づ

き、４つの分野方針ごとに施策を推進

Ⅰ　文化芸術振興施策の総合的な推進

Ⅱ　文化芸術の振興に関する連携・交

流・活用

Ⅲ　文化芸術を担う人材の養成・確保

Ⅳ　文化芸術活動の環境の整備・充実

☆Ⅱは第７条に記載なし

三ガク都を掲げる市総合基本計画１１１

頁 さまざまな分野との連携に同じような

記述あり

第２章

７　計画の構成と施策

（２９頁）

７　松本市の目標（７

頁）
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第２章
７　計画の構成と施策

（３０～３５頁）
「基本計画」３０～３５頁参照

８　施策の体系及び主な

取組み（８～１０頁）

（６の再掲）目指す姿「文化芸術で人と

人がつながり、まちに魅力と活気があふ

れる三ガク都・松本」

資料３参照

１　計画の評価検証（３

８頁）

・Ｒ７に中間評価

・Ｒ１１に最終評価
１　推進体制（１１頁）

⑴　松本市　⑵　文化芸術団体

⑶　財団

文化芸術推進体制（構想案）図

２　評価検証の方法（３

８頁）

・基本的施策別指標のＲ３値と目標値を

記載

２　基本計画の評価検証

（１２～１３頁）

・Ｒ７に中間評価

・Ｒ１１に最終評価

・第２章８「施策の方向性」別指標のＲ

３値と目標値を記載

第３章
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